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研究成果の概要（和文）：防災集団移転促進事業の具体的な計画プロセスに着目し、住民や行政、コンサルタン
ト、外部からの支援者といった広義の利害関係者の計画策定への参画の経緯を詳細に把握することで、その相互
関係の構造と変化を明らかにしつつ合意形成の方法の特徴と課題について分析した。気仙沼市では、被災地区か
らの要望で協議会が立ち上がり、外部支援者の積極的な参画のもとで宅地計画においても住民と行政の継続的な
調整が行われた。一方の宮古市では、行政のイニシアティブにより効率的な検討会の開催と実施が重ねられ迅速
な合意形成へと繋がったが、大臣同意後は検討会は解散となり、その後の被災者へ情報提供は説明会を通じて定
形的に行われた。

研究成果の概要（英文）：This study focuses on the concrete planning process involved in projects for
 promoting collective relocation after the Great East Japan Earthquake. In particular, we examine 
the relationships between the concerned stakeholders, which in a broad sense include the community, 
the administration, consultants, and outside supporters. We ascertain in detail how each of these 
stakeholders participated in the eventual planning process, clarify the mutual interrelationship 
structure, and examine the gradual changes in these interrelationships. In doing so, we aim to 
determine the distinctive characteristics of and issues involved in the approach toward 
consensus-building on projects for promoting collective relocation with regard to the Great East 
Japan Earthquake.

研究分野： 建築計画・都市計画

キーワード： 集団移転　コミュニティ　合意形成　意思決定　東日本大震災
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	

１．研究開始当初の背景 
	 今日、人口減少や都心部への人口集中等の
影響によって、地方の農山漁村における過疎
化および少子高齢化は急速に進行している。
東日本大震災による被災地の中には、震災前
から既に過疎化が進んでいた地域も少なくな
い。岩手・宮城・福島 3県の沿岸部の人口は、
東日本大震災の影響を考慮しなくとも 30 年
後には約 4 割減少するという。南海トラフ地
震などの近い将来に大きな地震や津波に見舞
われると警戒されている地域についても、東
日本大震災での経験を踏まえて確実な対策を
打つことは社会的にも学術的にも喫緊の課題
である。そして、それらの地域は既に深刻な
過疎問題を抱え、多くの限界集落が存在して
いる。 
	 東日本大震災後、「復元力（レジリエンス／
resilience）」が復興のキーワードとして注目
されている。復元力の根本的な源はコミュニ
ティである。そして、コミュニティとは、住民
同士の顔が見える日常的な意思疎通と相互扶
助であろう。今後の数年あるいは十数年にわ
たり各地で実施される復興まちづくりについ
て、コミュニティの再編と継承の視点からみ
たその“あり方”と“進め方”いう現実的かつ
根本的な問題に近接した臨床的・発展的知見
を得ることは、地域コミュニティを支える基
幹政策へ繋がる基礎資料となるとともに、ソ
ーシャル・キャピタルの再生・再構築へ向け
ての実用的な復興支援方策に繋がると期待さ
れる。 
 
２．研究の目的 
	 本研究は、災害に対して復元力のあるコミ
ュニティとソーシャル・キャピタルをいかに
再構築するのか、我が国の喫緊の行政課題を
解決すべく、現在進行形の先進事例の詳細な
ケーススタディと国内外の歴史的およびパイ
ロット的取り組みの体系的評価および比較分
析を通じて、人口 3 割減時代における復興政
策の再設計へ繋がる発展的知見を得ることを
目的とした。 
	 特に、被災者の当たり前の日常と生活空間
を再生・再建することこそが復興であるとの
ビジョンのもと、東日本大震災により広く市
民権を得ることとなった集団移転とその方法
に焦点を当てた。そして、被災地での人々の
再定住と自立的・持続的な居住環境を再生・
再構築するための方策を具体的かつ実用的に
検討することを目指し、以下の課題群 A〜D
に取り組んだ。 
 
A． 東北被災地における協議会型集団移転事
業の俯瞰的・体系的整理 

B． 東日本大震災以前の集団移転に関する歴
史的再考と体系的再評価 

C． パイロット的事例にみる集団移転の制度
的フレームの課題特性の比較分析 

D． 人口 3 割減時代の再定住モデルの理論構
築とアクションリサーチによる実地検証 

	 本研究の主題的論点は「生活圏」である。こ
こでいう生活圏とは、人々の日常的な生活の
実際的な営みとそのまとまりである。様々な
復興手法や事業制度の規模や単位は、そのよ
うな日常世界の領域とは必ずしも一致してい
ない。また、集団移転は被災者の自宅再建を
支援する復興事業の一つとして認識されがち
だが、本来は二度と同じ場所で被災しないた
め、これまでのコミュニティを持続させるた
めに集団で安全な場所へ移動することが第一
義である。 
	 課題Ａ,Ｂにより、刻々と変化する被災地の
現況を追跡しつつ、リアリティをもって現場
の全体像を把握した。課題Ｃ,Ｄを通じて、生
活圏の復興へ向けての現場の試行錯誤に見る
問題や可能性に着目し、各種事業に直接的・
間接的に左右される被災者の生活とその質に
ついて考察を深めた。 
 
３．研究の方法 
(1)	 調査方法  
	 防災集団移転促進事業（以下、防集事業）
は、東日本大震災の復興において活用拡充を
図るため制度改正が行われ、2012年 1月には
国土交通省により「東日本大震災の被災地に
おける市街地整備事業の運用について（ガイ
ダンス）」（以下、ガイダンス）が発行された。
具体的な計画づくりとその進め方は「現場の
実情に応じて課題解決のための指針」として
の位置づけのもと、「個別相談」を中心に市町
村の裁量に委ねたかたちで進められてきた。
その結果、防集事業の復興整備への適用と運
用において、市町村ごとでその姿勢や考え方
が相当に異なっている状況がある。 
	 本研究では、被災前の人口規模と財政規模
がほぼ近似しながらも、東日本大震災による
被災規模（家屋倒壊数）が大きく異なる、宮城
県気仙沼市と岩手県宮古市に注目した（表1）。
防集事業の地区数を見ても、気仙沼市は 37地
区であるのに対して宮古市は 5 地区となって
おり、対照的な実施状況となっている。 
 

表 1 気仙沼市と宮古市の概要 

 
	 気仙沼市については、協議会型 37地区のう
ち、宮古市と同じ時期に大臣同意を得ている
第 1 期の大沢地区、舞根２地区、階上長磯浜



地区、登米沢地区、小泉町地区の 5 地区を調
査対象とした。宮古市については、田老地区、
崎山地区、高浜・金浜地区、法の脇地区、赤前
地区の全ての防集事業（5地区）を調査対象と
した。実態と動向に関する情報収集について、
気仙沼市と宮古市がインターネットで公開し
ている各種関連資料を精査するとともに、防
集事業に関わる担当課や事業計画書作成に関
わるコンサルタント、協議会会長、移転者、計
画づくりの支援を行った専門家などの関係者
へのヒアリングを含む現地調査を行った。調
査対象地区の防集事業および災害公営住宅整
備事業による移転戸数を表 2 に示す。 
 

表 2 調査対象地区の移転戸数 

 
(2)	 調査対象の概要 
①	 気仙沼市の防集事業の概要 
	 気仙沼市の防集事業は、市が定義した協議
会型と市誘導型の 2 つの区分のもとで実施さ
れている。協議会型は、被災した元の地区単
位を基本として集団移転を検討していく方法
であり、37地区が大臣同意の時期を基準とし
て第 1〜6 期に分かれて実施されている。一
方、市誘導型は元来の地区の単位での協議で
はなく、被災者世帯ごとの個別単位で希望す
る地区へ移転するもので、1事業 10地区が実
施されている。市誘導型については、元の居
住域が災害危険区域に指定されたか否かで入
居権の可否が定められている。それに対して
協議会型は、元の居住域が災害危険区域に指
定されていない場合でも、集団移転へ参加す
ることが可能である。 
	 気仙沼市の防集事業の姿勢と進め方を俯瞰
的に捉えた場合、各被災地区の住民の自主的
な移転希望を前提として、事業実施を要望す
る従来の地区単位を基本として実施されてい
る。被災地区からの要望で検討を開始し、各
地区で移転者の合意形成が図られ、大臣同意
を得た後も宅地計画等において移転希望者や
支援専門家とのコミュニケーションを重ね、
継続的に調整を行いながら取り組んでいる特
徴がある。 
 
②	 宮古市の防集事業の概要 
	 宮古市の防集事業は、市が定義した検討会
立ち上げ型と全体協議型の 2 つの区分で実施
されている。前者は被災規模が 100世帯以上
の地区を対象とし、市の方から住民代表者を
通じて地区へ防集事業の情報を提供し、住民

代表者により防集事業等の復興計画の協議を
開始した方法である。後者は被災規模が 40世
帯未満の地区を対象とし、市の職員が全ての
被災世帯の意向を個別に直接聞き取り、全住
民による意見交換会を開催し、防集事業等の
復興計画を作成した方法である。 
	 宮古市の姿勢と進め方は、気仙沼市と比べ、
地区の復興計画の検討の一つとして防集事業
を位置づけ議論している特徴がある。上述の
被災規模が 100世帯以上の地区では、住民か
ら数名の代表を選出し検討会を組織し、災害
公営住宅整備事業や土地区画整理事業を含め
ての復興パターンを検討する仕組みを、行政
が積極的に音頭を取って推進していった。さ
らに気仙沼市と対照的なのは、復興計画に関
する地区の合意が得られたのち検討会は解散
となり、大臣同意後は基本的に説明会という
かたちでの被災者への情報提供となっている。 
 
４．研究成果	
(1)	 防集事業の計画フェーズ 
	 国土交通省のガイダンスは、防集事業の運
用にあたっての必要な手続きや注意点につい
ての周知を図るものであるが、防集事業の計
画プロセスに関しては、市町村に対して「関
係者の合意形成に向けた努力を続けることが
重要である」と述べるにとどまっている。本
研究は、このように市町村の裁量に委ねられ
ている合意形成がどのような関係者のもとで
なされていったのかに焦点を当てるものであ
るが、気仙沼市の第 1 期 5 地区と宮古市の 5
地区についての詳細な分析を行うにあたり、
ガイダンスで図説された「事業実施までの主
な手続きの流れ」に基づき、防集事業の計画
フェーズを以下の通り定義する（図 1）。 
 

図 1 防集事業の計画フェーズの定義 
 
①	 復興初動期 
	 東日本大震災の発災後から被災自治体が最
初に復興方針・復興計画を策定するまでであ
り、実質的に各市町村が具体的な復興事業へ
向けての行政的な活動を開始する時期を指す。 
 
②	 合意形成期 
	 各市町村が復興方針・復興計画を策定して
から、復興整備計画として防集事業の活用を
決定し、復興交付金事業計画に明記されるま
での時期である。事業活用が決定するまでの
間に、防集事業による住宅再建を希望する被



災者だけでなく、災害危険区域内の他の被災
者や地権者との合意形成が課題となる。 
 
③	 事業計画作成期 
	 復興交付金事業計画へ防集事業が明記され
てから、市町村が交付金を活用した詳細な事
業計画を作成し、それに対する国土交通省の
大臣同意が得られるまでの時期である。被災
者を中心とする合意形成と平行して、移転先
の宅地計画が具体的に検討・作成される。 
 
④	 事業実施・調整期 
	 事業計画に対する大臣同意が得られた後、
実際の移転先の測量が開始され、移転先の造
成工事が開始されるまでの時期である。この
間に防集事業による移転希望者数が変動した
場合には、必要に応じて計画変更を行い、事
業計画変更大臣同意を得る必要がある。 
 
(2)	 住民と行政との関係 
	 防集事業の計画フェーズに基づき、気仙沼
市の第 1期 5地区および宮古市の 5地区につ
いて、各地区の計画関係者の構成と変遷を時
系列で整理した。住民と行政との関係と住民
活動の変化に注目した結果、両市の各地区の
計画関係者の構造と特徴が明らかとなった。 
 
①	 気仙沼市の住民─行政関係 
	 復興初動期は、階上長磯浜地区以外の 4 地
区において、防集事業活用に向けて集団移転
に関する協議会が組織され、仮設住宅に避難
している住民たちに意向アンケート調査など
を自主的に実施していた。発災から 2011年 9
月頃までは、気仙沼市は防集事業の活用方針
を示しておらず、協議会からの要望書に対し
ても防集事業の実施の可否について具体的な
回答を避けていた。 
	 2011 年 10 月の気仙沼市震災復興計画公表
後の合意形成期は、階上長磯浜地区において
も防集事業のための協議会が設立され、各地
区から防集事業に関する協議会申請が行われ
た。気仙沼市が各協議会から事業申し込みを
受け、事業実施への具体的検討に取りかかり、
主に自治体ごとの復興パターンを検討する直
轄調査の業務受託者であるコンサルタント
（以下、直轄コンサルタント）を通じて宅地
計画などが順次提示されていくこととなった。 
	 事業計画作成期は、直轄コンサルタントと
のコミュニケーションの住民側の窓口は協議
会が担うことになるが、気仙沼市の特徴は、
このコミュニケーションに地区外の専門家や
ボランティア団体（以降、外部支援者）が直接
的・間接的に関わっている点にある。その背
景には、特に復興初動期に、気仙沼市が防集
事業について必ずしも明確で前向きな見解を
示さなかった中で、住民が自主的に防集事業
へ向けて活動を始めるに従い、専門的な知識
と技術あるいは組織運用の面での課題に直面
し、各地区それぞれで支援者を獲得する行動
が活発に行われたことが指摘できる。 

	 事業実施・調整期は、事業計画作成期以降、
宅地計画図の変更等についての直轄コンサル
タントとの調整や移転希望者への説明会の開
催などが、各地区の協議会を中心に取り組ま
れた。外部支援者に着目すると離脱や新規参
加が見られるが、事業実施・調整期において
も基本的に関わりが継続されている。 
 
②	 宮古市の住民─行政関係 
	 復興初動期は、田老地区を除いて復興に関
わる住民の自主的な活動や組織はなかった。
田老地区についても、被災前から存在した地
域協議会が一時的に地区内の漁業組合、消防
団員、自治会員等を集めて田老地区の復興の
あり方について話し合いが行われたが、団体
ごとに主張する復興の関心や方向性が異なっ
ていたこともあり、防集事業の活用に焦点を
当てた議論は行われていなかった。 
	 2011 年 6 月の宮古市復興基本方針公表後
の合意形成期は、宮古市が被災住民に対して、
防集事業に関する意向調査と復興方針につい
ての意見に関するアンケート調査を実施した。
この点は、協議会からの発議を前提としてい
た気仙沼市と対照的である。宮古市は被災地
区の規模に応じて合意形成の方法を変えてい
る。崎山地区は全体協議型であり、宮古市職
員が直接地区へ赴き防集事業の説明を行った
後、個別に被災者の意向確認を行っている。
一方、他の 4地区は検討会立ち上げ型である。
宮古市が率先して住民代表者からなる地区復
興まちづくり検討会（以下、検討会）の立ち上
げを各地区へ提案し、検討会での議論が始ま
った。組織は、宮古市が提案するかたちで各
地区の自治会・漁業組合等に所属する住民か
らメンバーを選出し結成された。検討会の進
め方・段取りはある程度雛形化されたもので
あった。宮古市の検討会の活動フローを図 2
に示す。 
 

図 2 宮古市・地区復興まちづくり検討会の位置づけと仕組み 
 
	 検討会の各回では、行政が復興に関する情
報提供を行い、地区の復興方針について住民
代表者が議論を行った。毎回の議論の結果は、
宮古市が広報誌に掲載し市民へ周知を行い、



アンケートにより広く意見を集め、その結果
を次回の検討会の資料として活用するという
流れであった。直轄コンサルタントは、基本
的に直接住民とコミュニケーションを取るこ
とはなく、検討会へオブザーバーとして出席
し、そこで議論された内容を復興イメージと
して資料を作成し、宮古市へ提供することを
行っていた。 
	 このように、宮古市が 2011 年 9 月の早期
に導入した検討会立ち上げ型と全体協議型と
いった合意形成のフレームとそれらの報告会
等の緻密な運営スケジュールは、気仙沼市と
は対照的に、外部支援者が関わる余地がない
状況をかたちづくっていったと指摘できる。
田老地区の NPO 法人についても、市の復興
基本方針に関するパブリックコメントの取り
まとめ作業の支援にとどまっている。 
	 事業計画作成期も気仙沼市と対照的である。
検討会における地区復興まちづくり計画案の
決定、市長への提言の後、検討会は解散とな
った。事業実施・調整期の地区住民と宮古市
との関係は、防集事業の進捗に応じて適宜説
明会が開催されるにとどまり、住民とのコミ
ュニケーションは基本的に個別の意向確認だ
けとなった。 
 
(3)	 まとめ 
①	 気仙沼市の計画策定の特徴 
・	気仙沼市では、地区住民の主体的な発案が
契機となって防集事業へ向けての住民組
織が設立され、行政に頼らない復興初動期
および合意形成期を経てきている。 

・	自主的な住民組織は、キーパーソンの存在
が鍵となっている。住民組織の立ち上げや
その後の活動の牽引役は、そのキーパーソ
ンが防集事業に参画するか否かに関わら
ない。 

・	自主的な住民組織は、復興初動期および合
意形成期において専門的な知識と技術が
課題となり、外部支援者が不可欠となる。
ただし、外部支援者の参画の密度について
は、地区ごとに考え方や判断が異なる。 

・	外部支援者の協力を得た住民組織は、直轄
コンサルタントによる整備計画において、
宅地計画の具体的な内容のレベルまで意
向を反映させることができる。 

・	直轄コンサルタントよりも先行して具体
的に宅地計画等を検討できた地区は、防集
事業のみならずその他の復興事業におい
ても積極的な意向反映に繋がっている。 

 
②	 宮古市の計画策定の特徴 
・	宮古市では、被災後の地区住民による集団
移転へ向けての初動は必ずしも活発では
なく、合意形成期以降の住民組織の立ち上
げと検討プロセスも行政主導で雛形化さ
れているため、外部支援者の参画する余地
がなく事業計画が策定されている。 

・	行政の後押しによる住民組織の設立は、効
率的な住民意向の集約と計画的なスケジ

ュールの運用に繋がるが、地区住民が統制
された協議運営とコミュニケーションに
対して不信感や不安感、危機感を抱く可能
性がある。 

・	行政主導の住民組織の運営は、事業計画の
作成と事業実施の段階で一方向的な説明
と確認となる傾向があり、宅地計画の具体
的な内容までは地区住民の意向が反映さ
れにくい。 

 
	 本研究を通じて、気仙沼市と宮古市の防集
事業は、同じ制度に基づいた事業運用である
にも拘わらず、住民と行政の関係および住民
組織の設立と活動経緯が大きく異なることが
理解できた。 
	 宮古市では、2011年 6月 1日に震災復興基
本方針が定められ、同年 10月 31日策定の復
興基本計画の公表に先立って既に地区復興ま
ちづくり検討会を開催している。検討会の立
ち上げに向けては人選や開催方法など各地区
との相当のコミュニケーションが不可欠であ
り、基本方針直後から行政内部で集団移転へ
向けての準備が進められていたことがヒアリ
ングで確認できている。このような行政主導
による検討会の立ち上げと運用は、限られた
時間の中で非常に密な住民─行政関係を構築
することができ、効率的な合意形成へ繋げる
ことができる方法であるといえよう。しかし
ながら、具体的な宅地計画に関わる事業計画
作成期において説明会のみという住民と距離
を取った行政の姿勢は、田老地区に生じた不
安感と協議会設立が示すように、被災者の将
来の日常的な近隣環境となる集団移転の計画
づくりの方法としては望ましくなく、当初の
検討会を継続するかたちで事業計画作成期に
おける被災者の主体的な参画の機会を工夫す
べきであったと考える。 
	 一方の気仙沼市では、2011年 6月に震災復
興会議や震災復興市民委員会が開催され始め
たが、震災復興計画を公表した 2011年 10月
の時点では、宮古市のような住民組織の設立
を促す行政から各地区への働きかけはなかっ
た。気仙沼市が各地区の集団移転の意向を募
り始めたのは、復興予算と位置付けられる第
3次補正予算の成立（2011年 11月 21日）の
後、防集事業の拡充措置でもって被災自治体
への事業経費の全額交付の見込みが立ってか
らである。つまり、事業経費の 1/4 が地方負
担であった拡充措置前を前提とした場合、高
台移転が想定される被災地区数が多い気仙沼
市では、復興計画の早い段階で行政が率先し
て公に集団移転を提案することが困難であっ
たと推察できる。それが結果的に各地区の自
主的な住民組織の設立の状況を生み、多様な
外部支援者の参画に繋がったと考えられる。
しかしながら、このような外部支援者の協力
のもとでの住民活動に対して、要望書があが
るまで傍観する行政側の受け身の姿勢は問題
である。気仙沼市の 5 地区では、住民自身が
避難生活の中で四方八方に動きまわり、協議



会の設立と運営に膨大な時間と労力を払った。
これを住民の主体的な活動として単純に肯定
してはならない。そもそも被災者は避難所や
仮設住宅で非常に不安定な時間を過ごすこと
を強いられており、住民自らで主体的に活動
すること自体が難しいことを改めて認識し、
将来の大規模災害を見据えた住民─行政関係
の構築と事前復興計画づくりの検討が求めら
れる。 
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